
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
十
一
号

貸
付
信
託
法
施
行
令

内
閣
は
、
貸
付
信
託
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
貸
付
信
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
信
託
法
の
読
替
え
）

第
一
条
　
貸
付
信
託
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
お
い
て
貸
付
信
託
に
つ
い
て
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
百
九
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百
九
十
九
条
及
び
第
二
百
条
第
一
項
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
信
託
法
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
百
九
十
条
第
二
項
第
二
号

電
磁
的
記
録
を

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

第
百
九
十
九
条
及
び
第
二
百
条
第
一
項
受
益
権
（
第
百
八
十
五
条
第
二
項
の
定
め
の
あ
る
受
益

権
を
除
く
。
）

受
益
権

（
特
別
留
保
金
）

第
二
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
貸
付
信
託
の
収
益
の
計
算
の
時
期
ご
と
に
、
特
別
留
保
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額
は
、
当
該
収
益
に
つ
い
て
計
算
す
べ
き
信
託
報
酬
の
額
の
千
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額

以
上
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
信
託
報
酬
の
額
の
千
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
留
保
金
の
金
額
が
当
該
貸
付
信
託
の
元
本
の
総
額
の
千
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
つ
て
は
な
ら
な

い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
貸
付
信
託
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
留
保
金
の
金
額
は
、
改
正
後
の
貸
付
信
託
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
る
特
別
留
保
金
の
限
度
及
び

積
立
の
方
法
に
関
す
る
政
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
別
留
保
金
に
係
る
貸
付
信
託
の
元
本
の
総
額
の
千
分
の
十
七
・
五
に
相
当
す
る
金
額
ま
で
を
限
度
と
し
て
、
当
該
貸
付
信
託
の
元
本
の
総
額
の
千
分
の
五
に
相
当
す
る

金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
一
三
日
政
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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